
 

 

和 解 契 約 書（一部和解） 

 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」

という。）につき、申立人Ｘ１、同Ｘ２、同Ｘ３（以下申立人３名を合わせて「申

立人ら」という。）と被申立人東京電力株式会社（以下「被申立人」という。）

は、次のとおり和解する。 

１ 申立人らと被申立人は、本件に関し、下記の損害項目について和解するこ

ととし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばないことを相互に確

認する。 

記 

 ・損害項目  （１）避難による精神的損害（ただし、政府による避難等の

指示等により、自宅以外での避難生活を長期間余儀な

くされ、正常な日常生活の維持・継続が長期間にわた

り著しく阻害されたために生じた精神的苦痛に限り、

９月以降は今後の生活の見通しに対する不安が増大し

たことにより生じた精神的苦痛を含む） 

（２）検査費用 

（３）避難費用 

（４）医療費 

（５）生活費増加分 

      （６）車修理代 

（７）弁護士費用 

・期  間  自 平成２３年３月１１日 至 平成２３年１２月末日 

２ 和解金額 

  被申立人は、申立人らに対し、第１項所定の損害項目（同項所定の期間に

限る。）に対する和解金として、不可分的に６，１３４，４４８円の支払義務

があることを認める。 

 （内訳） 

 （１）避難による精神的損害       ３，１５０，０００円 

（２）検査費用                 ５，０００円 

（３）避難費用               １１２，０００円 

 （４）医療費                １００，０００円 

（５）生活費増加分           ２，４９６，１４４円 

（６）車修理代                ９３，３０４円 

（７）弁護士費用              １７８，０００円 

 

旧警戒区域（帰還困難区域）から避難した申立人らについて、高額な家財

を保有するとともに、所有する建物の一つで収容人員２０名以上の下宿屋を

営み営業用動産も保有していたことから、それら動産の賠償額として１８０

０万円が認められた事例。 
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３ 支払方法 

（省略） 

４ 清算条項 

  第１項（２）ないし（７）に掲げる損害項目（ただし、同項の期間に限り、

その遅延損害金を含む。）については、本和解に定めるもののほか、当事者間

に何らの債権債務のないことを相互に確認する。 

５ 手続費用 

  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 

 

本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら及び被申

立人が署名（記名）押印の上、申立人ら全員が１通を、被申立人が１通をそれ

ぞれ保有するものとする。また、被申立人は本和解契約書の写し１通を、原子

力損害賠償紛争解決センターに交付する。 

平成２４年１０月２日 

 

 

（仲介委員 蓑毛誠子） 



 

 

和 解 契 約 書（一部和解） 

  原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本

件」という。）につき、申立人Ｘ１、同Ｘ２び同Ｘ３（以下申立人全員を合わせ

て「申立人ら」という。）と被申立人東京電力株式会社（以下「被申立人」とい

う。）は、次のとおり和解する。 

１ 和解の範囲 

申立人らと被申立人は、本件に関し、下記の損害項目（下記の期間に限る。）

について和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばな

いことを相互に確認する。 

記 

①損害項目 避難費用 

   期  間 自 平成２４年 １月 １日 

至 平成２４年 ９月３０日 

②損害項目 精神的損害 

    期  間 自 平成２３年 ３月１１日 

至 平成２４年 ９月３０日 

③損害項目 財物損害（別紙目録記載の土地、建物） 

      ただし、内金として合意するものである。 

④損害項目 弁護士費用 

 期  間 自 平成２４年 １月 １日 

至 平成２４年 ９月３０日 

２ 和解金額 

被申立人は、申立人らに対し、第１項所定の損害項目（同項所定の期間に限

る。）に対する和解金が、５９，０９６，２２２円であることを認める。 

（内訳） 

①避難費用           １，３３３，３１０円 

②精神的損害          ４，０５０，０００円 

③財物損害（土地、建物）   ５１，９９１，６６２円 

④弁護士費用          １，７２１，２５０円 

３ 既払いの未清算仮払い補償金 

  申立人ら及び被申立人は、被申立人が申立人らに対し、第１項の損害に対

する未清算の仮払い補償金２，６５０，０００円を支払い済みであることを

確認する。 

  この未清算の仮払い補償金２，６５０，０００円について、第２項記載の

和解金５９，０９６，２２２円と清算する。 

旧警戒区域（帰還困難区域）から避難した申立人らについて、高額な家財

を保有するとともに、所有する建物の一つで収容人員２０名以上の下宿屋を

営み営業用動産も保有していたことから、それら動産の賠償額として１８０

０万円が認められた事例。 
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４ 支払方法 

（省略） 

５ 清算 

  申立人らと被申立人は、第１項記載の損害項目（ただし、同項の期間に限

る。また、その遅延損害金を含む。）については、本和解に定めるもののほか、

当事者間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。 

 ただし、第１項②精神的損害、③財物損害（別紙目録記載の土地、建物）に

ついては、本和解に定める金額を超える部分につき、清算の効力は及ばず、

申立人が被申立人に対して別途損害賠償請求することを妨げないことを相互

に確認する。 

６ 手続費用 

  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 

 

本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人及び被申立

人が署名（記名）押印の上、申立人全員が１通を、被申立人が１通をそれぞれ

保有するものとする。また、被申立人は本和解契約書の写し１通を、原子力損

害賠償紛争解決センターに交付する。 

平成２５年２月２１日 

（別紙目録省略） 

 

 

（仲介委員 蓑毛誠子） 



 

 

和解契約書（全部和解） 

原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」

という。）につき、申立人Ｘ１、同Ⅹ２、及び同Ⅹ３（以下申立人全員を合わせ

て「申立人ら」という。）と被申立人東京電力株式会社（以下「被申立人」とい

う。）は、次のとおり和解する。 

１ 和解の範囲 

  申立人らと被申立人は、本件に関し、下記の損害項目について和解するこ

ととし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばないことを相互に確

認する。 

記 

① 損害項目  財物賠償（平成○○年○○月○○日付甲第○○号証、平成○

○年○○月○○日付の甲第○○号証ないし甲○○号証、及び

同年○○月○○日付の甲第○○号証ないし甲第○○号証の

動産に限る。） 

 

② 損害項目  弁護士費用 

２ 和解金額 

  被申立人は、申立人らに対し、第１項所定の損害項目に対する和解金が、

１８，５４０，０００円であることを認める。 

 （内訳） 

 ① 財物損害          １８，０００，０００円 

 ② 弁護士費用            ５４０，０００円 

３ 支払方法 

  （省略） 

４ 確認条項  

申立人らと被申立人は、第１項記載の損害項目については、本和解に定め

る金額を超える部分につき、清算の効力は及ばず、申立人が被申立人に対し

て別途損害賠償請求することを妨げないことを相互に確認する。 

５ 手続費用 

  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 

 

本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら及び被申

立人が署名（記名）押印の上、申立人全員が１通を、被申立人が１通をそれぞ

れ保有するものとする。また、被申立人は本和解契約書の写し１通を、原子力

損害賠償紛争解決センターに交付する。 

旧警戒区域（帰還困難区域）から避難した申立人らについて、高額な家財

を保有するとともに、所有する建物の一つで収容人員２０名以上の下宿屋を

営み営業用動産も保有していたことから、それら動産の賠償額として１８０

０万円が認められた事例。 
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平成２５年９月２０日 

 

 

（仲介委員 簑毛誠子） 


